
委→委員会提案
市→市の実施する
　　　再発防止策

実施項目 具体的内容 最終年度における目標
実施担
当部署

確認
時期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

１．人員体制に関する実施項目

①ケースワーカーの増員
ケースワーカー１人あたり
の担当世帯数を８０世帯と
する

第１四半期同様、地区担当員３名不足
・第１四半期同様、地区担当員３名不足
・10月1日　増員なし

・地区担当員５名不足
・持ちケース　地区担当員１人あたり、１１５世
帯
・現業員（面接相談員含）１人あたり、９５世帯
・現況：標準数は、８０世帯につき地区担当員１
人
・令和3年3月末現在２，１８２世帯／８０人≒２８
人必要。セーフティネットコールセンター面接相
談員４名（産休除く）＋生活福祉課CW１９名＝
２３名
２８人-２３人＝生活保護現業員５名不足

職員課
総務
部長

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達成
に努力を
要す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【第２四半期】
一般会計決算特別委員会にて大高議員より
「生活保護現業員について必要な人員確保に
努めること」と指摘があり、「引き続き適正化計
画に沿って職員配置について努力していく」と
答弁（課長）
【第４四半期】
３/１８付内示、生活福祉課現業員１名増員。

②庶務係職員の増員
世帯数に応じて正確に業務
量を把握し、庶務係職員の
適正数を配置

日健生第327号で庶務係の業務内容・業務量
及び職員配置について職員課と情報共有をし
た。
・業務内容
　郵送業務、経理業務、医療介護業務
・業務量
　年間15,565時間
・適正配置数
　8名（年間240日勤務として）　　現状6人のた
め2名不足

・第2四半期に、職員課と業務内容・業務量から
換算し2名不足として情報共有
・10/1　増員なし

・第2四半期に、職員課と業務内容・業務量か
ら換算し2名不足として情報共有

職員課
総務
部長

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達成
に努力を
要す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【第１四半期】
正確な業務量の把握につき概ね完了。第２四
半期に職員課と情報共有すること（課長）

①人事的な評価基準の確立
ケースワーカーの業務に
沿った人事評価基準を作成
する

・2020年度の人事評価については、生活福祉課
から職員課に提案あり（H３１．４）。他の専門職
と併せ検討継続中。

継続して提案済（生活福祉課）
継続して検討継続中（職員課）

継続して提案済（生活福祉課）
継続して検討継続中（職員課）

継続して提案中（生活福祉課）
継続して検討維持中（職員課）

職員課
総務
部長

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達成
に努力を
要す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【第3四半期】
他の専門職と併せ、引き続き継続検討中(職員
課長)

②異動基準の確立
長期間の配属とならないよ
うに人事異動を実施する

4/1付で5年（2名）・4年（1名）の職員転出。9年
（1名）・7年（1名）在籍職員有

10/1付で6年半（１名）・4年半（1名）の職員転
出。9年（1名）・7年（1名）在籍職員有

・10/１付人事異動により6年半（１名）・4年半（1
名）の職員転出。
・第3四半期末現在、9年9カ月（1名）・7年9カ月
（1名）在籍職員有

・第４四半期末現在、１０年（１名）在籍職員有。
ただし、R３年４月より産休予定。９年（１名）在
籍職員は、３月末日をもって退職。

職員課
総務
部長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

③職員課と生活福祉課で生活保
護の動向の共有を図る
(毎月の保護世帯数・人員数の共
有)

職員体制の整備につなげる
職員課
生活福祉
課

4/3、5/20、6/16に前月の保護世帯数、人員数
の情報共有を図った

7/14、8/12、9/9に前月の保護世帯数、人員数
の情報共有を図った

10/7、11/10、12/8に前月の保護世帯数、人員
数の情報共有を図った

１/７、２/８、３／８に前月末の保護世帯数、人
員数の情報共有を図った

職員課

生活
福祉課

総務
部長
健康
福祉
部長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

(3)福祉の専門職の
職員採用

福祉の専門職を採用する 生活保護業務の質の向上 職員課

・4月1日付専門職２名配属
・地区担当員19名中6名専門職配属（社会福祉
士4名、精神保健福祉士1名、ヘルパー研修受
講修了者１名）
・面接相談員4名中1名専門職配属（社会福祉
士・精神保健福祉士）

第1四半期と同じ 第1四半期と同じ 第1四半期と同じ 職員課
総務
部長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

年間
ｺﾒﾝﾄ

検討事項報告

(1)職員体制の整備

職員課

四
半
期

委

日野市生活保護事務適正化のための再発防止計画（２０１９年度～２０２１年度） 

Ⅰ．重点実施項目(優先順位、重要度が高く、努力を要するもの　→　四半期ごと確認）

(2)生活保護事務の
人事的な評価と異
動基準の確立

中間
ｺﾒﾝﾄ

第3四半期
ｺﾒﾝﾄ

第4四半期
ｺﾒﾝﾄ

第2四
半期
ｺﾒﾝﾄ

・4/1付生活福祉課CW２名増員配置（17名→19
名）、庶務係1名増員配置（4名→5名）、セーフ
ティネットコールセンター面接相談員１名増員配
置（3名[育休者1名除く]→4名）
・4/8付日健生第２４号にて、生活福祉課長から
職員課長へ要望
　①生活福祉課における査察指導員について３
名を継続配置
　②令和２年度中の早期に庶務係員を１名増員
し係長を含め６名とする
　③令和２年度中の早期に生活援護係地区担
当員、若しくは、セーフティネットコールセンター
の生活保護面接相談員を合計で３名増員する
現況：標準数（80世帯につき地区担当員1）は、
R2.3の世帯数から2,096/80＝26名。現業員（面
接相談員＋地区担当員）CW２名増により17名
→19名となったため、現業員は3名不足
地区担当員1名あたりの担当世帯数は、110世
帯（2,096/19）
庶務係は,生活保護事務適正実施のため1名増
員が必要（生活福祉課）

期別報告 実
施
者

確
認
者

第1四
半期
ｺﾒﾝﾄ

確認者コメント 評価内容

1 実施状況良好のため継続 実施内容について、特段問題なし。しかし、さらなる適正実施のため継続が望ましい。

2 目標達成のため完了
実施項目に対する目標に一定程度の達成がみられる。このため、再発防止計画の一環としては完了。しかし、
今後も適正実施を念頭におき実施を意識する。

3 目標達成に努力を要す 実施項目に対する目標に達していないが、概ね実施内容は認められるため、継続して実施する。

4 実施内容に検討を要す
実施項目に対する実施内容について、検討したうえで実施することが望ましい。
見直し結果は速やかに目標に反映する。

令和２年度



日野市生活保護事務適正化のための再発防止計画（２０１９年度～２０２１年度） 
　委→委員会提案
　市→市の実施する
　　　　再発防止策

Ⅰ．重点実施項目(優先順位、重要度が高く、努力を要するもの　→　四半期ごと確認）

実施項目 具体的内容 最終年度における目標
実施担
当部署

確認
時期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

２．研修体制に関する実施項目（職員の意識改革と人材育成）

(1)有用な研修の
積極的な受講

東京都市町村職員研修所で実施
される職員別研修に参加させる
ほか有用な研修を積極的に受講
する

ケースワーカーの新任研
修・現任研修には必ず参加
する

職員課

①職員研修所での新任職員研修3名参加予定
→延期（職員課）
②地区担当員（面接相談員）新任研修[前期]5名
（R2年4月1日付転入者5名
　　内訳：生活福祉課4名・セーフティネットコール
センター1名）参加（書面開催→東京都通知日R2
年5月1日付）
③査察指導員新任研修[前期]1名（R2年4月1日
付転入者1名）参加（書面開催→東京都通知日
R2年5月27日付）

①職員研修所での新任職員研修３名参加
＊下記２つの研修は、コロナウイルス感染拡大
の影響により中止
②福祉行政課題別研修２名参加予定⇒中止
（資料配布）
③地区担当員新任研修（後期）４名参加予定
⇒中止（資料配布）

下記3つの研修は、コロナウィルス感染拡大の
影響により資料配布による書面開催（11月）
①福祉行政課題別研修第2回、第3回2名
②地区担当員現任研修2日間5名
③査察指導員研修1名

下記2つの研修は、コロナウィルス感染拡大の
影響により資料配布による書面開催
①地区担当員現任研修１日間５名（１月）
②査察指導員研修１日間２名（２月）

職員課
（職員
研修所
研修）
生活福
祉課
（その
他の研
修）

総務
部長
（職員
研修
所研
修）
健康
福祉
部長
（その
他の
研修）

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

(2)近隣市と合同
で研修会等開催

・開催内容や方法などを具体的
に検討していく
・東京都の主催する情報共有の
会議を活用する（ブロック会議
など）

・他地区の情報を共有する
ことによって、より広い意
識や考え方を持てるように
する
・他市ケースワーカーとの
意見交換の場を設ける

　
①国立市福祉事務所との合同研修については、
５月中に開催を予定→中止
②6/30ブロック会議（7区、6市）報告（査察指導
員2名参加。書面開催）
　最近における保護実施上の課題等について
　・教育扶助（学校給食費等）の代理納付先
　・介護保険法に連動した法の指定の効力停止
　・生活保護費返還金等に係る収納事務の私人
委託（コンビニ納付）が可能に
　

＊コロナウイルス感染拡大の影響により書面
開催　　　　　　　　①国立市との合同研修につ
いて、7/20の課長会にて以下の資料を渡して
共有することで書面開催とする
・日野市再発防止計画（2019年度報告）
・日野市再発防止計画（2020年度第１四半期
報告）
・日野市生活保護事務適正化プログラム実施
票

＊コロナウイルス感染予防対策のため書面開
催
①国立市との合同研修について、11/16の課長
会にて以下の資料を渡して共有することで書面
開催とし、情報共有を図った
・日野市再発防止計画（2020年度半期報告）
②生活保護法関係ブロック別事務打合せ会議
（資料配布による書面開催）
　・最近における保護実施上の課題等について
　・現下の状況における適切な保護の実施につ
いて
　・現下の状況において国または地方公共団体
において実施されている各種給付金等の取扱
いについて　　　ほか

＊コロナウイルス感染拡大の影響により、国立
市との合同研修を中止
※次回令和３年度第1四半期内で開催予定

生活
福祉
課

健康
福祉
部長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

【第１四半期】
コロナウイルスの状況を見て、随時実施時期を
検討すること（課長）
【第２四半期】
次回課長会が11月に予定されており、「再発防
止計画第2四半期」のまとめを国立市と共有す
る予定（課長）

(3)スーパービ
ジョンシステムの
実施

ケースワーカーが専門家から教
育を受け、また相談できる仕組
みを実施する

・高度な専門技術の取得の
ため最低年4回は実施する
・職員の心身状態や仕事の
仕方について第三者からの
視点での発見ができるよう
にする

＊コロナウイルス感染拡大の影響により中止
5/8（金）第１回スーパービジョン（507会議室予
定）⇒中止

＊コロナウイルス感染拡大の影響により中止
8/14（金）第２回スーパービジョン（503会議室）
⇒中止

10/14開催
生活福祉課18人　セーフティネットコールセン
ター2名出席
実施内容
・前半　2件のケースについての事例検討
・後半　4月に着任したCW2名スーパーバイザー
と面談

第5回1/13実施
・前半　2件のケースについての事例検討　討18名参加
（生活福祉課17名、セーフティネットコールセンター1名）
・後半　2名スーパーバイザーとの個人面談（生活福祉課
職員１名、セーフティネットコールセンター1名）

第6回3/10実施
・前半　2件のケースについての事例検討　討14名参加
（生活福祉課13名、セーフティネットコールセンター1名）
・後半　2名スーパーバイザーとの個人面談（生活福祉課
職員2名）

生活
福祉
課

健康
福祉
部長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

【第１四半期】
コロナウイルスの状況を見て、随時実施時期を
検討すること（課長）
【第２四半期】
・今年度の残りについて、対面研修ができない
のであれば書面開催も検討すること（課長）
・第３四半期以降は、対面研修、書面開催いず
れかを開催して、スーパービジョンを具体的に
進めて行くこと（部長）

(4)職場内倫理研
修

・定期的に倫理研修を実施し、
職員に自覚を持たせて規範意識
を向上
・着任時に全員へ服務規程厳守
や金銭管理のルール徹底等の指
導

・在籍者に対し4半期に一
度、倫理研修実施
・転入職員に対し、着任時
に必ず実施

①倫理研修
・5/21（木）生活福祉課32名、ｾｰﾌﾃｲﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝﾀｰ8名に
対して書面開催
研修内容→・公務員倫理とは・身だしなみについて・個人
情報、現金の保管について・障害者差別解消推進条例に
ついて（課の取り組み方針、職員対応要領）
②着任時研修
・4/1付着任者7名（査察１名・地区担当員４名・庶務係２
名）に対して、生活福祉課長が実施。4/3（４名）、4/8（３
名）の２回に分けて実施
研修内容→・生活福祉課職員としての市民に対する姿勢・
職責・社会福祉法・日野市組織規則・日野市福祉事務所
事務の決定等に関する規定・日野市福祉事務所長委任規
則・日野市生活保護法施行規則・日野市福祉事務所生活
保護業務実施方針・日野市生活保護事務適正化及び再
発防止計画

＊コロナウイルス感染拡大の影響により書面
開催　　　　　　　　　倫理研修
9/23（水）生活福祉課32名、ｾｰﾌﾃｲﾈｯﾄｺｰﾙｾﾝ
ﾀｰ8名に対して書面開催
研修内容→・公務員の非行
　　　　　　　・事例紹介（横領、懈怠、情報漏
洩、詐欺、非
　　　　　　　　行、セクハラ、通勤届）

①倫理研修
・12/4（金）生活福祉課32名、ｾｰﾌﾃｲﾈｯﾄｺｰﾙｾ
ﾝﾀｰ8名に対して書面開催
研修内容→・公務員の非行、事例紹介（横領）
②着任時研修
・10/1付着任者2名（査察１名・地区担当員１
名）に対して、生活福祉課長が10/2実施。
研修内容→・生活福祉課職員としての市民に対
する姿勢・職責・社会福祉法・日野市組織規則・
日野市福祉事務所事務の決定等に関する規
定・日野市福祉事務所長委任規則・日野市生
活保護法施行規則・日野市福祉事務所生活保
護業務実施方針・日野市生活保護事務適正化
及び再発防止計画

倫理研修
３/２２（月）　生活福祉課３２名、ｾｰﾌﾃｲﾈｯﾄｺｰ
ﾙｾﾝﾀｰ１０名に対して書面開催

研修内容
・日野市における事故の資料
・公務員倫理（収賄、横領、非行）
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セーフティネットコールセン
ター、子ども家庭支援センター
などの対人援助職場がそれぞれ
実施するスーパービジョン等の
研修に相互に参加する

・生活福祉課が他課のスーパービジョン研修等
に参加
　在宅療養支援課　6/17主催　オンラインにて
の研修に生活福祉課職員１名参加
　【内容】「重度障害を持つ高齢者で且つ生活保
護受給者」の今後の処遇について、多課で連携
をして検討を実施。参加(生活福祉課・健康課・
南多摩保健所・市内各地域包括支援センター・
多摩南部成年後見センター)

・生活福祉課が他課のスーパービジョン研修等
に参加
　在宅療養支援課　7/28開催　生活福祉課職
員１名参加
　【内容】「ごみ屋敷に住む共依存親子（80-50
代の支援」
　在宅療養支援課　8/25開催　生活福祉課職
員１名参加
　【内容】「90代女性、独居、老年期精神病と認
知症による生活不安」
在宅療養支援課　9/25開催　生活福祉課職員
１名参加
　【内容】「精神疾患が疑われる高齢者（親）の
50代家族（子）への対応について」

・生活福祉課が他課のスーパービジョン研修等
に参加
在宅療養支援課
①10/27開催　生活福祉課職員1名参加
　【内容】「認知症による問題を抱えるが自覚の
ない80代独居男性への支援」
②11/25開催　生活福祉課職員1名参加
　【内容】「他市で生活保護を打ち切られた息子
からの暴力と共依存の関係にある親子への支
援（8050）」
③12/18開催　生活福祉課職員1名参加
　【内容】「こころのセルフケア事業　支援者とし
て関わった方を自死で亡くした事例」
・子ども家庭支援センターのスーパービジョンに
ついては、コロナ感染予防対策のため、参加を
中止
・生活福祉課スーパービジョンにセーフティネッ
トコールセンターから2名参加

生活福祉課が他課のスーパービジョン研修等
に参加
・在宅療養支援課
①１/１９開催　生活福祉課職員１名参加
【内容】「精神疾患のある一家の支援」
②２/２５開催　生活福祉課職員１名参加
【内容】「利益相反の関係者が各々異なる証言
をする状況での権利擁護の判断」
③３/２３開催　生活福祉課職員１名参加
【内容】「セルフネグレクト状態の高齢者の退院
支援」
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【第１四半期】
生活福祉課主催のスーパービジョンにも、他課
の参加を募ること（課長）

セーフティネットコールセン
ターの面接相談業務と生活福祉
課の地区担当業務を相互に経験
する（面接相談員が地区担当員
の訪問に同行、地区担当員が面
接相談員の面接相談に同席する
など）

①セーフティネットコールセンターの面接相談に
生活福祉課地区担当員が同席
　　・・・7人　11回
②生活福祉課地区担当員の新規ケース訪問に
セーフティネットコールセンターの
　　面接相談員が同行・・・・・・ 5人　 7回

①セーフティネットコールセンターの面接相談
に生活福祉課地区担当員が同席
　　・・・６人　１０回
②生活福祉課地区担当員の新規ケース訪問
にセーフティネットコールセンターの
　　面接相談員が同行・・・・・・ ３人　 ４回

①セーフティネットコールセンターの面接相談に
生活福祉課地区担当員が同席
　　・・・　５人　　　５回
②生活福祉課地区担当員の新規ケース訪問に
セーフティネットコールセンターの
　　面接相談員が同行・・・・・・　５人　 　１０回

実施中（人数、回数ともに述べ数）
面接相談同席・・・５人　５回（生活福祉課地区
担当員）
訪問同行・・・・・・ ５人　５回（セーフティネットコ
－ルセンター相談員）
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【第１四半期】
経験の浅いケースワーカー及び面接相談員
に、優先的に割り振ること（課長）

期別報告 実
施
者

確
認
者

四
半
期

委

生活福祉課

市

年間
ｺﾒﾝﾄ

検討事項報告
第1四
半期
ｺﾒﾝﾄ

第2四
半期
ｺﾒﾝﾄ

(5)対人援助を所
管する各課との相
互研修

対人援助職場の孤立化防止
を図り、面接相談員と地区
担当員の相互の立場を理解
し、連携が円滑に進むよう
に業務交流を行う

中間
ｺﾒﾝﾄ

第3四半
期

ｺﾒﾝﾄ

第4四半
期

ｺﾒﾝﾄ

確認者コメント 評価内容

1 実施状況良好のため継続 実施内容について、特段問題なし。しかし、さらなる適正実施のため継続が望ましい。

2 目標達成のため完了
実施項目に対する目標に一定程度の達成がみられる。このため、再発防止計画の一環としては完了。しかし、
今後も適正実施を念頭におき実施を意識する。

3 目標達成に努力を要す 実施項目に対する目標に達していないが、概ね実施内容は認められるため、継続して実施する。

4 実施内容に検討を要す
実施項目に対する実施内容について、検討したうえで実施することが望ましい。
見直し結果は速やかに目標に反映する。

令和２年度



委→委員会提案
市→市の実施する
　　　再発防止策

実施項目 具体的内容 最終年度における目標
実施担
当部署

確認
時期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

３．生活保護事務適正化に関する実施項目

①査察指導員が訪問管理台帳を
活用し、訪問調査活動の進捗状
況を確認し、指導・助言する

訪問調査活動を、計画通り
に実施するようにする（現
状約70％）
　以下の通り年度ごとの計
画目標を設定する
　　　　２０１９年度：８
０％以上
　　　　２０２０年度：９
０％以上
　　　　２０２１年度：
100％

4～6月　CW1９名の平均訪問率21.9％

訪問率の低い主な原因
・テレワークによる在宅勤務の影響で訪問でき
なかった
・事務処理に割く時間が多く、計画に基づく訪問
ができなかった

4～9月　CW1９名の平均訪問率44.7％

コロナウィルス感染拡大防止のため電話によ
る支援を訪問に変えていることも有り、前四半
期より訪問率が上がったが、まだ目標に及ん
でいない。生活保護事務適正化プログラムに
長期未訪問の項目を追加して管理するように
した。

4～12月　CW1９名の平均訪問率　　　41％

半期終了の時点より、訪問率が下がった。冬季
の施設訪問も含め効率的に実施するよう指導
し、また電話による訪問調査も活用して実施す
るよう指導した。

1～3月平均訪問率　　５５％

前期と比べ訪問率が上昇。緊急事態宣言の時
期に重なったが、電話による訪問を積極的に
活用する等、効率的な訪問調査の実施に努め
た。
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【第１四半期】
①長期に渡る未訪問ケースについては、必ず
大至急訪問を実施すること（課長）
②査察台帳の訪問チェックリストを有効活用す
ること（課長）
③コロナウイルスの中でも、電話による状況把
握や支援等を積極的に実施するように指導を
すること（課長）
【第３四半期】
第1四半期と同様の対応をお願いする(課長）

②生活保護電算システムのリス
トを利用して査察指導員や庶務
係職員が、ケースワーカーの事
務の進捗状況を確認する
(リスト活用が有用なものは随時
検討する)

使用したリスト
・学童服、運動着
・児童育成手当、児童手当、児童扶養手当
・修学旅行支度準備金
・不動産保有台帳
・重度障害者加算者、特別障害者手当
・年金リスト

使用したリスト
・年金リスト
・課税調査
・夏季健全育成費
・定額給付金
・児童育成手当、児童手当、児童扶養手当

使用したリスト
・児童扶養手当
・臨時特別給付金（育成手当対象者）
・こんにちは赤ちゃん事業
・修学旅行支度金支給のための各校の代替実
施状況リスト

使用したリスト
・児童手当
・年金支援給付金
・指定教材費
・年長、小中学生リスト
・児童扶養手当、重度心障手当
・母子加算、児童養育加算
＊１名のCWの児童扶養手当の収入認定漏れが発覚し
た。
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【第３四半期】
今後活用するリストとして、児童育成手当受給
世帯に対する臨時特別給付金、低所得者のひ
とり親世帯への臨時特別給付金リスト
【第４四半期】
収入認定漏れを起こしたCWについては、リスト
を査察指導員が共有して、認定漏れの無いよ
うに確認をして行くこと（部長）

③ケースワーカーが、事務処理
の進捗状況を自己申告できるよ
うにする

生活保護事務適正化プログラムによる自己
チェックおよび申告
・チェック内容（生活保護費経理締切日に申告
をすることに変更）
　返還金・徴収金処理状況、定期訪問調査実施
状況、収入認定処理状況、新規起案及び未引
継ぎ状況等

生活保護事務適正化プログラムによる自己
チェックおよび申告
返還金・徴収金処理状況、定期訪問調査実施
状況、収入認定処理状況、新規起案及び未引
継ぎ状況等
収入について項目を細分化し、より細かく
チェックできるようにした

・生活保護事務適正化プログラムによる自己
チェックおよび申告を実施。しかし、経理締切
日に自己チェックができるようチェック表を配布
することとしたが、１０月分から配布時期が遅れ
締め切り後のチェックとなり、指導時期も遅れ
てしまった。
・難病医療、自立支援医療、社保など他法他施
策活用について項目を追加し、活用状況の
チェックを行うようにした

・生活保護事務適正化プログラムによる自己
チェックおよび申告を実施。
・査察指導員によるCWへの指導が行き届かず
に、改善すべき点が残ってしまった。
・自立支援医療の項目の中で、精神通院と更
生医療を新たに別けることで、活用状況の
チェックを行うようにした。

査察
指導
員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

目標達成
に努力を
要す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【第１四半期】
①申告する内容を随時検討すること（課長）
②ケースワーカーの申告時に、適切に査察指
導員が助言・指導をすること（課長）
【第３四半期】
経理締切日に向けて、あらかじめCWがチェッ
クできるように個票を配布し、締切日には提出
できるように改善すること（課長）
【第４四半期】
改善すべき点については確実に改善が成され
るように、査察は指導力を発揮すること（部長）

④返還金決定の処理状況の進捗
状況の確認をする

生活保護事務適正化プログラムにより返還金
起案状況のチェックを行ったところ、次のように
返還金起案の未処理があった。
　7件未処理1名、4件未処理2名、3件未処理4
名、2件未処理2名
　1件未処理6名
　これらの未処理案件については、挙証資料収
集に手間取って、処理が滞っているということで
あるため、比較的処理しやすい案件から処理す
るよう助言、また、資料収集について訪問や関
係先調査など積極的行うよう指導。なお、新任
CWについては、返還金の内容の確認から起案
まで査察指導員が５月よりフォローすることとし
た

生活保護事務適正化プログラムにより返還金
起案状況のチェックを行ったところ、次のように
返還金起案の未処理があった。
　10件未処理1名、8件未処理１名、４件未処
理１名、3件未処理３名、2件未処理４名、1件
未処理５名　　　　　　　　　　　　未処理案件の
内、すぐに処理できる案件については、早急に
処理するよう指導をして行く

生活保護事務適正化プログラムにより返還金
起案状況のチェックを行ったところ、次のように
返還金起案の未処理があった。
　１２月末現在、８件未処理１名、６件未処理１
名、４件未処理１名、３件未処理２名、２件未処
理６名、１件未処理５名
挙証資料が揃わず、処理が停滞している案件
については、査察指導員が関わり処理していく

・生活保護事務適正化プログラムにより返還
金起案状況のチェックを行ったところ、次のよう
に返還金起案の未処理があった。
　３月末現在、５件未処理１名、４件未処理３
名、３件未処理１名、２件未処理４名、１件未処
理７名
・６３条返還、７８条徴収について新たに別表を
設けて進捗状況を管理して行くようにした。
挙証資料が揃わず、処理が停滞している案件
については、査察指導員が関わり処理していく
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【第１四半期】
返還金の処理について滞りがちであるため、
第二四半期は査察指導員と共に、適正に管理
をして行くこと（課長）
【第２四半期】
未処理案件については、挙証資料収集に手間
取って処理が滞っているものもあるが、すぐに
処理できる案件もあるため、早急に処理するよ
うに査察指導員がしっかり伴走すること（課長）
【第３四半期】
第２四半期同様のことを指示。場合によっては
新規事務を外し、事務処理を進められるよう
に、係全体で協力すること(課長）
【第４四半期】
６３条返還、７８条徴収の台帳を確実に管理を
して、進捗状況を把握をして行くこと（部長）

⑤業者に支払う請求書類につい
て、経理担当が一括管理を行
い、定期的にケースワーカーに
決定漏れがないか確認をする

・毎週月曜日、庶務係がチェックの上、定期的に
CWの請求書の処理漏れが無いか確認を徹底し
た

CWが請求書を未処理のまま放置していた事
例が１件発生。

庶務係が差替えを依頼した葬祭費の請求書が
業者より送付されたが、担当CWに届いた際す
でに処理をしていたものであったため、控として
ケースファイルに綴ってしまい、庶務係に提出
しなかったため、支払いが遅れてしまった（12
月中旬）。

・毎週月曜日、庶務係がチェックの上、定期的
にCWの請求書の処理漏れが無いか確認を徹
底した
・未処理が発見された時は、庶務係からCWへ
事情を聞き、速やかに処理するようにしている
・ＣＷが自分の机の中に請求書を未処理のま
ま所持していた事例が１件発生

査察
指導
員
庶務
係職
員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達成
に努力を
要す

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

【第２四半期】
業者払いの請求書の原本を収受したら、直ち
に一括保管ケースに入れる。そのことを徹底す
るよう再度周知する（課長）
【第３四半期】
経理とCWで情報共有をしっかり図ることとした
【第４四半期】
ＣＷが机の中で請求書等を保管していない
か、定期的に確認をすること（課長）

⑥収入申告書等の書類をケース
ワーカーではなく、庶務係職員
が受付けするように改善する

職員体制を整え実施できるよう調整継続

【再掲（Ⅰ-１-（1）-②】参照
日健生第327号で庶務係の業務内容・業務量
及び職員配置について職員課と情報共有をし
た。
・業務内容
　郵送業務、経理業務、医療介護業務
・業務量
　年間15,565時間
・適正配置数
　8人（年間240日勤務として）　　現状6人のた
め2人不足

【再掲（Ⅰ-１-（1）-②】参照 【再掲（Ⅰ-１-（1）-②】参照
庶務
係職
員

生活
福祉
課長

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達
成に努
力を要
す

目標達成
に努力を
要す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【第１四半期】
正確な業務量の把握につき概ね完了。第二四
半期に職員課と情報共有すること（課長）

①生活保護費支給に関する事務
処理のスケジュールについて期
限を厳守するよう指導する

・朝礼、毎月の定例の生活援護係会ミーティン
グで、当月に処理すべき事務処理（特例払い・
定例払いの処理期限等）を確認、遅滞・漏れの
ないよう指導した

・庶務係係会ミーティングで、当月の事務処理
について確認した

第1四半期と同じ 第1四半期と同じ 第1四半期と同じ
査察
指導
員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

②現金管理規定について厳守す
るよう指導する

・毎月の定例の係会にて規定を守り、手順を必
ず守るよう周知徹底
・着任時研修の際に、現金管理規定を配布し指
導を行った
・金庫の滞留があった為、定期的（１ヶ月に１回）
な確認を実施した
*資料：日野市生活福祉課現金等取扱規定

・毎月の定例の係会にて規定を守り、手順を
必ず守るよう周知徹底
・日健生第522号で引き取り手がなく金庫内に
保管していた遺留金５件について処理方針を
定めた
　1件　親族と連絡がついたため引き継いだ
　4件　親族と連絡がつかず、少額であり相続
財産管理人の選任手続きに必要な費用に満
たないため、供養をおこなう費用等、生活福祉
課長が適当と判断する費用に充てるものとす
る。（東京都運用事例集問6-89）
*資料：日野市生活福祉課現金等取扱規定

・毎月の定例の係会にて規定を守り、手順を必
ず守るよう周知徹底
・金庫内を定期的に確認をしていたが、10月に
1件停滞が発見された。
内容：死亡したケースに対するおむつ代（9,700
円）について、精算戻入の処理をするため保管
していたが、処理がされておらずそのままに
なっていた。
原因：預入の状況の進行管理不足

・毎月の定例の係会にて規程を守り、手順を
必ず守るよう周知徹底
・倫理研修により、現金取扱規程について説明
し、順守を周知した
・処理をしていない遺留金（死亡等）が金庫内
に数件残っていた。

査察
指導
員

庶務
係長

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

実施状
況良好
のため
継続

目標達成
に努力を
要す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【第１四半期】
今後も定期的に金庫内の点検を実施すること
（課長）
【第２四半期】
遺留金について、具体的な用途を環境保全課
と協議して決めて行くこと（課長）
【第3四半期】
・金庫の管理について、月1回の点検を漏らさ
ないこと
・遺留金の取扱いを、供託とする手続きについ
て検討すること（課長）
【第４四半期】
・月１回の金庫内点検を漏らさないように行
い、遺留金等が金庫内に残ることが無いように
すること（部長）

期別報告 実
施
者

確
認
者

第1四
半期
ｺﾒﾝﾄ

(1)チェック体制
の強化
※①～⑤は、自主
的内部点検を実施
する

生活福祉
課

四
半
期

市

日野市生活保護事務適正化のための再発防止計画（２０１９年度～２０２１年度） 

Ⅰ．重点実施項目(優先順位、重要度が高く、努力を要するもの　→　四半期ごと確認）

検討事項報告

支給決定や支払などの事務
処理の滞留のないよう適正
な生活保護事務を実施する
ため、左記の仕組みを確立
させる

第2四
半期
ｺﾒﾝﾄ

中間
ｺﾒﾝﾄ

第3四半
期

ｺﾒﾝﾄ

第4四半
期

ｺﾒﾝﾄ

年間
ｺﾒﾝﾄ

(2)ルールの遵守

確認者コメント 評価内容

1 実施状況良好のため継続 実施内容について、特段問題なし。しかし、さらなる適正実施のため継続が望ましい。

2 目標達成のため完了
実施項目に対する目標に一定程度の達成がみられる。このため、再発防止計画の一環としては完了。しかし、
今後も適正実施を念頭におき実施を意識する。

3 目標達成に努力を要す 実施項目に対する目標に達していないが、概ね実施内容は認められるため、継続して実施する。

4 実施内容に検討を要す
実施項目に対する実施内容について、検討したうえで実施することが望ましい。
見直し結果は速やかに目標に反映する。

令和２年度



委→委員会提案
市→市の実施する
　　　再発防止策

実施項目 具体的内容 最終年度における目標
実施担
当部署

確

認

時

期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

１．研修体制に関する実施項目

(1)社会福祉主
事資格認定通
信課程の受講

特別旅費と受講費用を予
算に計上する

ケースワーカーが社会
福祉主事資格認定通信
課程を受講することに
より、高度な専門技術
を取得する（全員が受
講）

生活福
祉課

半期委

平成31年4月、令和2年4月に新規採用・人事異動し
たCW4名に対し受講料の支出を行った（第１四半
期）
令和3年度について、CW4名分の受講料及び特別
旅費の予算計上のため、10/1からの予算入力予定
とした。コロナウィルス感染拡大防止のため、スクー
リングが中止となり、Youtubeでの受講のため、R2
年度は特別旅費の不要額が発生する（第２四半期）

元年度転入者１名、２年度転入者３名、計４名受
講。通信学習は例年とおり実施されたが、スクーリ
ング（宿泊研修）はコロナウイルス感染拡大の影響
を受けて中止。その代替手段として、Uチューブ動画
による講義が開催され、全員受講した。

生活
福祉
課

生活
福祉
課長

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

【第2四半期】
CWの受講状況について、随時情報共有を図ること
（課長）

２．生活保護事務適正化に関する実施項目

①年間業務計画表を作成
し､業務スケジュールを明
確化、毎月の係会で周知
徹底を図る

毎月の係会で周知徹底を図った 毎月の係会で周知徹底を図った。
査察
指導
員

生活
福祉
課長

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

②一括で行った方が効率
的な業務について担当を
決め、一元処理を行う

・基準改定の通知書の発送のとりまとめ
・介護加算事務のとりまとめ
（引継ぎ不足による事務処理ミスで代理納付リスト
から42件が漏れた）
・給食費支給事務のとりまとめ

・基準改定の通知書の発送のとりまとめ
・介護加算事務のとりまとめ
・給食費支給事務のとりまとめ

査察
指導
員

生活
福祉
課長

目標達成
に努力を
要す

実施状
況良好
のため
継続

【第２四半期】
担当が変わるときは引継ぎをしっかりと行うこと（課
長）

①事務スペースの整理整
頓を徹底し、事務書類等
の所在を明確にする
(不在の職員に届いた書類
などを、周りの職員が日
付などをメモし、決めら
れた場所に保管する)

不在の職員に届いた書類については、クリアファイ
ル等に入れ、日付をメモし、専用のレターケースに
保管した

不在の職員に届いた書類については、クリアファイ
ル等に入れ、日付をメモし、専用のレターケースに
保管した

生活
福祉
課

生活
福祉
課長

実施状況
良好のた
め継続

実施状
況良好
のため
継続

②業者払いの請求書につ
いては、原本を庶務係職
員が一元管理

【再掲Ⅰ-３-（１）-⑤】参照
CWが請求書を未処理のまま放置していた事例
が１件発生。

【再掲Ⅰ-３-（１）-⑤】参照
CWが自分の机の中に請求書を未処理のまま
所持していた事例が１件発生

査察
指導
員
庶務
係職
員

生活
福祉
課長

目標達
成に努
力を要
す

目標達成
に努力を
要す

目標達
成に努
力を要
す

【再掲Ⅰ-３-（１）-⑤】参照
【第２四半期】
業者払いの請求書の原本を収受したら、直ち
に一括保管ケースに入れる。そのことを徹底す
るよう再度周知する（課長）
【第４四半期】
CWが机の中で請求書等を保管していないか、
定期的に確認をすること（課長）

③保護申請書や収入申告
書等の書類について、そ
れぞれが管理するのでは
なく、一か所で一元管理
する(平成28年度に専用の
レターケースを購入し保
管場所の整備を行った)

CWごとの書類箱を鍵付きキャビネットで管理を行っ
た

自席に個人情報・重要情報書類（決定通知・調書）を
保管していた事例が1件発生（所定の保管場所に保
管するルールになっている）。

CWごとの書類箱を鍵付きキャビネットで管理を
行った

地区
担当
員

生活
福祉
課長

実施状況
良好のた
め継続

目標達成
に努力を
要す

実施状
況良好
のため
継続

【第3四半期】セキュリティリーダーが、月1回事務机
まわり、引出しの中の点検を実施することとし、11月
19日、12月1日実施。11月は2件（決定通知2件）・12
月3件（その他個人名・電話番号等記載文書1件）を
発見。保管ルールを再度徹底。点検を継続する。
（課長）

第3四半期
ｺﾒﾝﾄ

第4四半期
ｺﾒﾝﾄ

年間
ｺﾒﾝﾄ

検討事項報告

(1)チェック体
制の強化

支給決定や支払などの
事務処理の滞留のない
よう適正な生活保護事
務を実施するため、左
記の仕組みを確立させ
る

生活福
祉課

半期

日野市生活保護事務適正化のための再発防止計画（２０１９年度～２０２１年度） 

Ⅱ．維持継続項目（仕組みが構築されたが、実施状況の検証が特に必要なもの　→　半期ごと確認）

中間
ｺﾒﾝﾄ

市

期別報告 実
施
者

確
認
者

第1四
半期
ｺﾒﾝﾄ

第2四
半期
ｺﾒﾝﾄ

(2)事務スペー
スの整理整頓

確認者コメント 評価内容

1 実施状況良好のため継続 実施内容について、特段問題なし。しかし、さらなる適正実施のため継続が望ましい。

2 目標達成のため完了
実施項目に対する目標に一定程度の達成がみられる。このため、再発防止計画の一環としては完了。しかし、
今後も適正実施を念頭におき実施を意識する。

3 目標達成に努力を要す 実施項目に対する目標に達していないが、概ね実施内容は認められるため、継続して実施する。

4 実施内容に検討を要す
実施項目に対する実施内容について、検討したうえで実施することが望ましい。
見直し結果は速やかに目標に反映する。

令和２年度



委→委員会提案
市→市の実施する
　　　再発防止策

実施項目 実施した内容 継続すべき内容
実施担
当部署

確

認

時

期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

１．人員体制に関する実施項目

(1)職員体制の
整備

査察指導員の増員
査察指導員1人当たりケー
スワーカー5～６人

標準数とされる査察指
導員1人に対し、ケー
スワーカー６人を維持
する

職員課 年度委 職員課 総務部長

実施状
況良好
のため
継続

２．生活保護事務適正化に関する実施項目

(1)担当ケース
ワーカー以外
の連絡先の周
知

平成28年4月に保護のし
おりを改版し、担当ケー
スワーカー以外の問い合
わせ先・相談先を記載
し、周知した

利用者が担当以外にも
相談・確認ができる環
境とする

委 生活福
祉課

健康
福祉
部長

実施状
況良好
のため
継続

①ケースワーカーの訪問
調査活動をホワイトボー
ド予定表へわかりやすく
記載

ケースワーカーの日々
の活動状況を誰でも分
かるようにし、活動状
況の透明性をはかる

地区担
当員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

②生活保護電算システム
の課長権限パスワードを
1ヶ月に1回変更し、部長
へ報告する

課長以外が、生活保護
システムの決裁処理を
不正に行えないように
する

生活福
祉課長

健康
福祉
部長

実施状
況良好
のため
継続

③従来の通知書に収入認
定の明細欄を加え、保護
世帯がわかりやすい新様
式の通知を作成。
平成28年4月から保護決
定通知書での通知を実施

保護世帯も収入認定の
内容を確認・チェック
ができるようになり、
透明性を図る
※次期システム移行の
際に、改善点を反映す
る

査察指
導員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

(3)ルールの遵
守

平成29年5月に現金管理
の取扱いについて規定を
作成した

生活福祉課現金等取扱
規程を運用
（今後も随時見直しを
図る）

査察指
導員
庶務係
長

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

①指導検査結果通知を市
長決裁とし、指導検査結
果を市全体で情報共有

市全体で、指導状況や
課題の共有を図る

査察指
導員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

②助言・指導事項につい
て、一覧表を作成し課内
で共有した

一覧表の内容を情報共
有し、その改善策とノ
ウハウの共有を図る

査察指
導員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

(5)ケースワー
カーの担当地
区の定期的な
変更

定期的にケースワーカー
の担当地区替えを実施
(2年を上限に担当地区を
変更)

ケースワーカーの孤立
化を防ぎ、生活保護事
務の透明性と適正性、
均質性を図る

査察指
導員

生活
福祉
課長

実施状
況良好
のため
継続

(6)日野市の対
応策の公表

平成28年4月15日付広
報、同時に市ホームペー
ジに日野市生活保護事務
適正化に関する第三者検
討委員会の報告書が市に
提出されたことを掲載、
平成28年4月26日付「都
政日報」により同内容が
掲載された

次期計画について、市
HPに掲載する
※取り組み状況につい
ても、市HPに年度ご
と掲載する

生活福
祉課

健康
福祉
部長

実施状
況良好
のため
継続

・平成28年度から平成30年度の計画の報告、平成31年4月からの計画についてＨＰに掲載（令和２年６月更新）

生活福
祉課

年
度

２０１９年度の「保護のしおり」改訂版にも同様の内容を記載。加えて担当ケースワーカー以外にも相談・確認できる環境となるように、各職員が利用者からの問合せ等について、積極的に対応し
ている。

(2)チェック体
制の強化

市

・ホワイトボードへの記載は、年間を通じてケースワーカーの訪問調査活動などの確認のため継続。引き続き有効に活用できている
・訪問管理簿により、査察指導員が訪問活動のチェックができている

指紋認証制度が導入されており、課長権限のパスワード変更が不要になった。

平成28年度に変更した保護決定通知書を継続使用中。

・随時、金庫に滞留している金品についてチェックを入れ、処理完了まで確認した
・3月に、倫理研修を行い、再度現金管理規定の順守を周知した

年間
ｺﾒﾝﾄ

(4)毎年実施さ
れる東京都の
指導検査結果
の業務への反
映

・助言及び勧告事項はなかった。講評において助言された事項について、市長決済として報告を行い、市全体で指導状況や課題の共有を図った。
１．面接相談に対して
　　ライフライン等未確認、申請権侵害と受け取られかねない記載、制度説明不十分、相談記録不十分、申請意思確認経過未記録
２．実施方針・事業計画に対して
　　　＜実施方針＞前年度方針評価不十分、問題点把握不十分、今年度方針項目絞込み不十分
　　　＜事業計画＞業務全般を網羅した「年間計画表」となっている。実施方針の項目ごとに、工程・階層別役割分担を明示して作成する必要あり
３．実施体制に対して
　　　現業員３人不足
４．介護扶助に対して
　　　自立支援給付該当可能性確認台帳の記載不十分散見、福祉用具・住宅改修の書類徴取不十分（被保険者：介護保険担当部署への申請書類一式／被保険者以外の者：当該用具を必要と
する書類（ケアプラン記載のケアマネ意見書））

令和２年1２月の係会において、助言・指導事項について周知し共有を図った

担当ケースワーカーが問題を抱え込むことを防止し、生活保護事務の透明性と適正性、均質性を図った

検討事項報告

現業員２３名（面接相談員４名＋地区担当員１９名）に対して、査察指導員（面接担当１名＋生活保護担当３名）のため、査察指導員の標準数の配置としている。

期別報告（年間）

実施者
確
認
者

日野市生活保護事務適正化のための再発防止計画（２０１９年度～２０２１年度） 

Ⅲ．実施完了項目（目標を達成したが実施状況を確認していくもの　→　年度ごと確認）
第2四
半期
ｺﾒﾝﾄ

中間
ｺﾒﾝﾄ

第3四半期
ｺﾒﾝﾄ

第4四半期
ｺﾒﾝﾄ

第1四
半期
ｺﾒﾝﾄ

確認者コメント 評価内容

1 実施状況良好のため継続 実施内容について、特段問題なし。しかし、さらなる適正実施のため継続が望ましい。

2 目標達成のため完了
実施項目に対する目標に一定程度の達成がみられる。このため、再発防止計画の一環としては完了。しかし、
今後も適正実施を念頭におき実施を意識する。

3 目標達成に努力を要す 実施項目に対する目標に達していないが、概ね実施内容は認められるため、継続して実施する。

4 実施内容に検討を要す
実施項目に対する実施内容について、検討したうえで実施することが望ましい。
見直し結果は速やかに目標に反映する。

令和２年度


